
仕 様 書 

 

１ 契約番号   総務第２４号 

２ 契 約 名   郵送料管理システム賃貸借契約（長期継続契約） 

３ 設置場所   福知山市字内記１３番地の１ 福知山市役所地下 文書庁舎室 

４ 契約概要   郵送料管理システム付電子計算機 １台、ポスタルスケール １台 

５ 履行期間   令和３年１０月１日～令和８年９月３０日（５か年） 

（１）この契約は、地方自治法（平成２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長

期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、当該

契約に係る福知山市の歳出予算において減額又は削除があった場合、福知山市は、こ

の契約を変更し、又は解除することができる。 

（２）前号の場合において、福知山市は受託人に対して事前に通知し、その場合は双方協議

するものとする。 

６ 設置機器 

（１）郵送料管理システム付電子計算機 

ア ＰＰＭ後納郵送料管理システムソフトウェア（または同等品以上）をインストール 

していること。 

イ １７インチタッチパネル付デスクトップ電子計算機であること。 

ウ ポスタルスケールと連動し、郵便料金が自動で表示されること。 

エ 部門別及び予算別集計機能を備え、５０以上の部門及び３００以上の予算ごとの月

間の差出通数と金額の集計が可能であること。 

オ 割引郵便物の自動計算が可能であること。 

カ 後納差出表及び減額整理票が自動作成できること。 

キ 利用状況が印刷できること。 

ク 利用状況が外部記憶媒体に出力できること。 

（２）ポスタルスケール 

  ア 秤量は０から１０キログラムまでであること。 

  イ ２キログラムまで、１グラム単位で計測できること。 

７ その他 

（１）リサイクル機・リユース機は不可とする。 

（２）機器の本体搬入据付及び運搬は全ての受託人の負担とする。 

（３）契約期間中に正常に機能しない故障などが生じた場合は、遅滞なく、修理復旧する。 

（４）修理に要した費用及び消耗品は全て保守費に含むものとする。 

（５）郵便料金の改定等によるプログラムの更新費用は、保守費に含むものとする。 

（６）その他、この契約で疑義が生じた場合は、市及び受託人双方協議のうえ決定するもの

とする。 


